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マイ・ペイすリボ会員特約 

 

第６条（会員規約の適用） 

本特約に定めのない事項については会員規約を適

用するものとします。 

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１

万円の場合）＞ 

２０２６年１２月１０日ご請求分から 

８月１６日～９月１５日までに５０，０００円ご利

用の場合  

◆初回（１０月１０日）お支払い（ご利用残高５０，

０００円） 

①お支払い元金 

・定率コースの場合…３，０００円 

・元金定額コースの場合…１０，０００円 

②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…あ

りません 

③弁済金 

・定率コースの場合…３，０００円 

・元金定額コースの場合…１０，０００円 

④お支払い後残高 

・定率コースの場合…５０，０００円－３，０００

円＝４７，０００円 

・元金定額コースの場合…５０，０００円－１０，

０００円＝４０，０００円 

◆第２回（１１月１０日）お支払い 

①手数料（１０月１１日～１０月１５日までの分） 

・定率コースの場合…４７，０００円×１８．０％

×５日÷３６５日＝１１５円 

・元金定額コースの場合…４０，０００円×１８．

０％×５日÷３６５日＝９８円 

②お支払い元金 

・定率コースの場合…３，０００円 

・元金定額コースの場合…１０，０００円 

③弁済金 
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・定率コースの場合…３，１１５円（①１１５円＋

②３，０００円） 

・元金定額コースの場合…１０，０９８円（①９８

円＋②１０，０００円） 

④お支払い後残高 

・定率コースの場合…４４，０００円（４７，００

０円－３，０００円） 

・元金定額コースの場合…３０，０００円（４０，

０００円－１０，０００円） 

 

２０２６年１１月１０日ご請求分まで 

（２０２６年４月改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０２３年４月改定） 

 


